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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加熱装置であって、
　エンクロージャと、
　上記エンクロージャ内部を加熱するための石英ハロゲンランプと、
　上記石英ハロゲンランプの発する熱放射を上記エンクロージャ内に反射するため上記石
英ハロゲンランプに近接して配置された反射部材（１０）であって、磨きアルミニウムで
できた表面領域（１２）を有する反射部材（１０）と、
　反射部材（１０）の表面領域（１２）を被覆しかつ接している熱反射コーティング（１
４）と
を含んでおり、上記コーティング（１４）が、５００～３０００ナノメートルの電磁波波
長に対して透明な金属酸化物でできた隣り合う少なくとも１対の層（１６／１８，２０／
２２）を含んでなり、上記の対をなす層（１６／１８，２０／２２）の最外層（１８，２
２）が該対をなす層（１６／１８，２０／２２）の最内層（１６，２０）よりも高い屈折
率を有していて、最内層（１６，２０）が最外層（１８，２２）よりも最内層の屈折率と
最外層の屈折率との比に反比例した係数だけ厚く構成され、もってエンクロージャ内に入
れられた超合金物品を８１６℃（１５００°Ｆ）以上の温度に加熱するように上記石英ハ
ロゲンランプを操作できる、加熱装置。
【請求項２】
　前記熱反射コーティング（１４）を有する反射部材（１０）が７００～１２５０ナノメ
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ートルの電磁波波長に対して９０％を超える反射率を有する、請求項１記載の加熱装置。
【請求項３】
　前記熱反射コーティング（１４）を有する反射部材（１０）が７５０～１２００ナノメ
ートルの電磁波波長に対して９５％を超える反射率を有する、請求項１又は請求項２記載
の加熱装置。
【請求項４】
　前記最外層（１８，２２）がチタニア、タンタラ、ジルコニア及び酸化ニオブからなる
群から選択される材料であり、前記最内層（１６，２０）がシリカ及びアルミナからなる
群から選択される材料である、請求項１乃至請求項３のいずれか１項記載の加熱装置。
【請求項５】
　前記熱反射コーティング（１４）が１００～５０００ナノメートルの厚さを有する、請
求項１乃至請求項４のいずれか１項記載の加熱装置。
【請求項６】
　前記熱反射コーティング（１４）の最内層（１６，２０）が１．２５～１．７の屈折率
を有し、コーティング（１４）の最外層（１８，２２）が２．０～２．３の屈折率を有す
る、請求項１乃至請求項５のいずれか１項記載の加熱装置。
【請求項７】
　前記熱反射コーティング（１４）が、表面領域（１２）に隣接する第１層（１６）と、
第１層の上の第２層（１８）と、第２層の上の第３層（２０）と、第３層の上の第４層（
２２）とを含んでおり、第１層と第３層（１６，２０）がシリカからなり、第２層と第４
層（１８，２２）がチタニアからなる、請求項１乃至請求項６のいずれか１項記載の加熱
装置。
【請求項８】
　シリカからなる第１層と第３層（１６，２０）の各々の厚さが１１７～２１７ｎｍであ
り、チタニアからなる第２層と第４層（１８，２２）の各々の厚さが８０～１４８ｎｍで
ある、請求項７記載の加熱装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか１項記載の加熱装置からなる、超合金の溶接装置。
【請求項１０】
　超合金の溶接方法であって、
　請求項１乃至請求項６のいずれか１項記載の加熱装置を準備し、
　超合金物品を前記エンクロージャ内に配置し、
　前記石英ハロゲンランプを作動して超合金物品を８１６℃（１５００°Ｆ）以上に加熱
し、次いで
　超合金物品で溶接作業を実施する
ことを含む方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術の分野】
本発明は超合金部品を溶接する装置及び方法に関する。さらに具体的には、本発明は、溶
接作業時に超合金部品を予熱し高温に保つために用いられるランプ付近の反射体の反射率
を高めるための反射コーティングに関する。
【０００２】
【発明の技術的背景】
耐熱性のコバルト基及びニッケル基超合金は、ガスタービンエンジンの燃焼器、タービン
静翼及び動翼等の部品の製造に広く用いられている。耐熱超合金部品は鋳造で作られるこ
とが多いが、溶接によって超合金部品を製造するのが好ましい又は必要とされる状況も存
在する。例えば、タービンミッドフレームやシュラウド支持リング等の複雑な形状の部品
は、別々の鋳物を溶接することで比較的容易に製造できる。従って、複雑な部品を一体部
品として鋳造するよりも溶接で製造した方が実際的で原価効率のよいことが往々にしてあ
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る。
【０００３】
これらに加えて、溶接は動翼先端の補修、並びに熱サイクリング又は異物の衝突によって
超合金部品に生じた亀裂その他の表面不連続部を補修するための方法に広く用いられてい
る。耐熱性コバルト基及びニッケル基超合金で作られた部品のコストは比較的高いので、
これらの部品が摩耗又は損傷したとき部品を交換するよりは修復／補修する方が通例望ま
しい。
【０００４】
溶接歩留りを高めるため、従来は、溶接前に超合金部品を予熱し、溶接中連続的に加熱し
ていた。この目的で、約１５００゜Ｆ（８１５℃）を超える予熱温度、往々にして１７０
０゜Ｆ（９２５℃）を超える予熱温度を用いることがある。このような超合金部品の加熱
及び溶接は、往々にして、制御雰囲気（例えば不活性ガス）を含んだエンクロージャ内に
おいてタングステン不活性ガス（ＴＩＧ）溶接法又はレーザ溶接法等の溶接技術を用いて
実施される。予熱は通例、誘導加熱で又はランプ（特に石英ハロゲンランプ）を用いて実
施される。ランプは目標の超合金部品を熱放射によって加熱し、そのためエンクロージャ
内の溶接すべき部品に向けて熱放射を反射する磨きアルミニウム反射体を備えていること
が多い。熱源として用いられるランプはランプ定格電圧よりも高い入力電圧で用いられる
こともあり、例えば定格電圧が９０～１００Ｖのランプが１０５～１１０Ｖで用いられる
こともある。その結果、ランプの寿命は劇的に減少し、部品温度制御が最適でなくなる。
【０００５】
従って、超合金物品の溶接作業に用いられる溶接装置について加熱効率を改善することが
できれば望ましい。特に、温度制御を維持しつつしかも物品の加熱に用いられる装置の寿
命を延ばしながら、かかる装置で超合金物品をもっと急速かつ効率的に加熱することがで
きれば望ましい。
【０００６】
【発明の概要】
本発明は概括的には超合金物品を溶接するための加熱装置及び方法を提供する。好ましい
実施形態では、かかる装置及び方法は、溶接前に超合金物品を１５００°Ｆ以上の温度に
予熱する熱放射発生装置を装備したエンクロージャ内で超合金物品を溶接することを含む
。さらに具体的には、本発明は、熱放射発生装置の発する熱放射をエンクロージャ内に反
射するため熱放射発生装置に近接して配置された反射部材上の熱反射コーティングを提供
する。次いで、熱放射発生装置を作動して超合金物品を好適な温度（例えば１５００゜Ｆ
以上）に加熱し、しかる後に超合金物品で溶接作業を実施する。
【０００７】
本発明では、熱反射コーティングは少なくとも１対の反射層を含んでなり、各層は５００
～３０００ナノメートル（ｎｍ）の電磁波波長に対して実質的に透明な材料で形成される
。加えて、上記の対をなす反射層の最外層の材料は当該対をなす他層の材料よりも高い屈
折率を有する。本発明のコーティングは、約７００～約１２５０ｎｍの電磁波波長（この
波長域は石英ハロゲンランプのような熱放射ランプの発する熱放射（近赤外線）のスペク
トル域内にある）に対する慣用アルミニウム反射体の反射率を９０％超に高めることが示
されている。従って、石英ハロゲンランプを比較的低い入力電力で用いても、超合金物品
を十分加熱して物品に所望の溶接作業（例えば物品を組立又は補修するためのＴＩＧ溶接
又はレーザ溶接）を行うことができる。その結果、本発明の装置は、所定の入力電力で、
溶接すべき超合金物品を比較的急速かつ効率よく加熱できる。本装置は、物品を予熱及び
溶接するときに所望温度に到達させるのに必要な電力を低減することによってランプの寿
命が延びるように操作することもできる。最後に、本発明はランプ入力の調節によって、
物品の温度制御能力を高める。
【０００８】
本発明のその他の目的及び利点は以下の詳細な説明から一段と明瞭に理解されよう。
【０００９】
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【好ましい実施の形態】
本発明は概して製造時及び／又は補修時に溶接作業を施す必要のある超合金物品に関する
。本発明の諸利点をガスタービンエンジンの部品に関して説明するが、本発明は熱放射を
発する装置で物品を加熱する様々な用途に適用可能である。
【００１０】
制御雰囲気中でＴＩＧ溶接やレーザ溶接等の溶接作業を実施するためのエンクロージャは
公知であり、各種のランプ設計を含む熱放射加熱装置も同様に公知である。従来、石英ハ
ロゲンランプのようなランプには、標的超合金への熱（熱放射）の反射を促進するための
磨きアルミニウム反射体が装備されていた。当技術分野で公知のアルミニウム反射体はア
ルミニウムでできているか或いはアルミニウムコーティングを備えたものである。後者の
例はスパッタリングで成膜したアルミニウムコーティングであり、これはアルミニウムの
反射率を低下させるおそれのある酸化アルミニウム（アルミナ）の形成を防ぐための得耐
食性コーティングで保護し得る。
【００１１】
本発明を完成するに至った研究において、磨きアルミニウム反射体の熱放射特性を解析し
た。その結果を図１に示す。図１のデータによれば、磨きアルミニウムの反射率は約５０
０～約１０００ｎｍの波長でかなり低下するが、この波長範囲には慣用石英ハロゲンラン
プから放射される赤外線の比較的短い波長が含まれる。熱放射は一般に約７８０～約１×
１０6ｎｍの赤外線域内にあるのに対し、石英ハロゲンランプで放射される電磁波放射に
は可視放射（約３８０～約７８０ｎｍ）と熱放射が含まれる。その結果、磨きアルミニウ
ムの反射率は赤外線スペクトルの低波長端近くの熱放射に対して比較的低く、そのため超
合金試料をハロゲンランプで加熱しようとするときの放射加熱の量が減る。
【００１２】
図２は、石英ハロゲンランプ（図示せず）のような熱放射用熱源の発する赤外線の反射を
促進するため本発明で用いる反射体１０の断面図である。反射体１０はアルミニウム基材
１２を含むが、これは反射体１０のベース構造体全体をなしていてもよいし、或いは反射
体１０のコーティング領域に限定されていてもよい。セラミックコーティング系１４はア
ルミニウム基材１２の表面に堆積したものとして示した。コーティング系１４（特定の尺
度で示したものではない）は４層のセラミック材料１６，１８，２０，２２からなるもの
として示したが、これらの層については後で対をなす層１６／１８及び２０／２２として
説明する。対をなす層を幾つ用いようと本発明の技術的範囲に属する。複数の対をなす層
を用いることの重要性は、問題とする波長に対して透明であるが、反射体１０で反射すべ
き波長の位相増強を達成するような屈折率の異なる２種類の材料の光学的構造干渉効果に
基づく。当業者には自明であろうが、位相増強は対をなす層１６／１８，２０／２２の各
々が異なる屈折率をもち、放射源に最も近い層（例えば、対をなす層１６／１８の層１８
、及び対をなす層２０／２２の層２２）が比較的高い屈折率を有することが必要とされる
。加えて、所定の対をなす層は、下記の１／４波長方程式に従って、反射すべき波長及び
それぞれの屈折率に基づく異なる厚さを有するのが好ましい。
【００１３】
ｔ＝λ／４ｎ
ただし、ｔはコーティング層の所要厚さ（ｎｍ）、λは問題とする波長（ｎｍ）、ｎはコ
ーティング層材料の屈折率である。
【００１４】
性能（反射率）と処理・費用要件とのバランスがよいので、図２に示す４層コーティング
系１４が好ましいが、対をなす層を追加することで望ましい光学的効果を高めることがで
きる。層１６，１８，２０，２２に対する好適なセラミック材料には、耐火フッ化物、並
びにシリカ（ＳｉＯ2）、アルミナ（Ａｌ2Ｏ3）、チタニア（ＴｉＯ2）、タンタラ（Ｔａ

2Ｏ5）、ジルコニア（ＺｉＯ2）、トリア（ＴｈＯ2）及び酸化ニオブ（Ｎｂ2Ｏ5）等の金
属酸化物があるが、他の酸化物も使用できる。これらの材料は、本発明の目的からすると
、高屈折率又は低屈折率材料と分類することができる。例えば、スパッタリング成膜した
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耐火フッ化物、シリカ及びアルミナは概して約１．２５～約１．７の範囲の比較的低い屈
折率を有し、他方、チタニア、タンタラ、ジルコニア及び酸化ニオブは概して約２～約２
．３の範囲内の比較的高い屈折率を有する。耐火性が高いので酸化物がコーティング系１
４の層１６，１８，２０，２２の好ましい材料であるが、１５００゜Ｆ以上の温度での熱
安定性及び問題とする波長での透明性の要件に適合し、コーティング系１４に求められる
反射率と両立し得る屈折率をもたらすものであれば、その他の材料も使用することができ
る。
【００１５】
上述の１／４波長方程式によれば、コーティング系１４の好適な厚さは、使用材料及びコ
ーティング系１４を形成する層の数に依存する。同じくこの方程式から、低屈折率のコー
ティング層（例えば１６，２０）は高屈折率のコーティング層（例えば１８，２２）より
も厚い。さらに具体的には、問題とする所定の波長に対し、低屈折率層（例えば１６，２
０）は高屈折率層よりもそれらの屈折率に反比例した係数だけ厚い。一つの例では、層１
６，２０はシリカであり、層１８，２２はチタニアである。約１．５及び約２．２という
シリカ及びチタニアのそれぞれの屈折率に基づき、反射すべき放射線が約７００～１３０
０ｎｍの波長を有する場合は、シリカ層１６，２０の好適な厚さは約１１７～２１７ｎｍ
であり、チタニア層１８，２２の好適な厚さは約８０～１４８ｎｍである。このとき、コ
ーティング系１４の全厚さは約３９４～７３４ｎｍの範囲内にある。さらに一般的には、
本発明のコーティング系１４の全厚さは約１００～約５０００ｎｍであり、好ましい厚さ
は約４８０ｎｍである。
【００１６】
実際に、慣用反射体の磨きスパッタリング成膜アルミニウムコーティング上に、図２に示
したのと同様のコーティング系をスパッタリング成膜した。本発明を完成するに至った研
究において、図１のデータを得るのに用いた試験と同じ試験を、磨きスパッタリング成膜
アルミニウム表面に４層セラミック層をコーティングした反射体について行った。この４
層セラミックの第１層と第３層（それぞれ図２の層１６，１８）はシリカであり、第２層
と第４層（それぞれ図２の層２０，２２２）はチタニアであった。第１及び第３（シリカ
）層の厚さはそれぞれ約１４１ｎｍ及び１５６ｎｍで、第２及び第４（チタニア）層の厚
さはそれぞれ約９７ｎｍ及び８７ｎｍであり、全皮膜厚さは約４８１ｎｍであった。図３
に示す通り、本発明のコート反射体は、石英ハロゲンランプの白色光を当てたとき、約７
００～約１２５０ｎｍの電磁波波長に対して９０％を超える反射率を示し、約７５０～約
１２００ｎｍの波長では９５％を超える反射率を示した。約７００～約１３００ｎｍの波
長域で、反射体の平均反射率は約９５．７％であった。図３と図１の比較から、同一条件
の下で評価すると、従来技術の無コート反射体に比べ本発明のコート反射体の反射率が改
善されていることが分かる。その結果、本発明のコーティング系は、約５００ｎｍから約
１０００ｎｍの波長域での磨きアルミニウムの不十分な反射率を補うものであった。
【００１７】
図４に本発明のコート反射体を従来技術の無コート反射体とさらに比較した結果をみるこ
とができる。この図は、従来の無被覆磨きアルミニウム反射体と、上述の４層セラミック
コーティングでコーティングした磨きアルミニウム反射体とを、パワー吸収（単位：ＢＴ
Ｕ／（ｆｔ2ｈｒμｍ））について比較したものである。同一試験条件下では、本発明の
コート反射体は、約０．６及び１．４マイクロメートル（６００及び１４００ｎｍ）のピ
ーク波長間でパワー吸収の顕著な低下を示した。対照的に、従来技術の無コート反射体は
約１．０マイクロメートル（約１０００ｎｍ）でピーク吸収を示した。このピーク吸収の
値は同一波長におけるコート反射体の吸収よりも約９倍大きい。試験波長域で、無コート
反射体は本発明のコート反射体よりも約９６６００ＢＴＵ／（ｆｔ2ｈｒ）ものパワーを
余計に吸収した。
【００１８】
本発明に従ってコーティングした反射体の反射率の向上によって、石英ハロゲンランプ（
又は他の好適な熱放射発生ランプ）を、同じランプを従来技術の無コートアルミニウム反
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射体と共に用いたときと同じ加熱効果を、もっと低い入力電圧で用いて達成することがで
きる。従って、本発明の格別の利点は、反射体性能の向上の結果、溶接前の超合金物品の
加熱が改善され、超合金部品をさらに急速に及び／又はさらに高い温度に加熱できること
である。本発明のコート反射体のもう一つの利点は、比較的低い入力電圧を用いて所望の
加熱速度を達成でき、過剰電圧レベルの使用によってランプ寿命を短くしていた従来技術
と比べてランプ寿命を長くすることができることである。最後に、本発明のコーティング
系１４は、ランプ入力の調節によって、物品の温度制御能力を高める。例えば、ランプを
フル出力付近で用いる一方で物品を回転することでランプに露光される表面積が比較的少
なくなる場合、ランプ出力をさらに高めて物品温度を維持するための出力を追加すること
ができないので、冷却が生じてしまう。しかし、本発明では、同等の温度とするのにラン
プをフル出力よりも十分に低い値で操作することができるので、物品の回転を補償するた
め出力を追加することができる。
【００１９】
熱放射用熱源の反射体用のコーティングについて説明したが、本発明のコーティング系１
４は、その中で超合金の溶接作業が行われるエンクロージャの内側にも適用できる。この
コーティング系１４のもう一つの利点は、付着防止コーティングとして作用し、溶接時に
反射体及びエンクロージャの表面に生じる堆積物の除去が比較的容易になることである。
【００２０】
以上、本発明を好ましい実施形態に関して説明したが、他の好適なコーティング及び基材
材料に置換したり、或いはコーティング層の成膜に様々な方法を利用することによって、
当業者が他の様々な形態を採用できることは自明である。従って、本発明の技術的範囲は
特許請求の範囲によってのみ規定される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　従来技術のアルミニウム反射体について、反射率を波長に対してプロットした
グラフである。
【図２】　本発明の反射コーティングを備えた石英ハロゲンランプ反射体の一部の断面図
である。
【図３】　図２のコートアルミニウム反射体について、反射率を波長に対してプロットし
たグラフである。
【図４】　従来技術のアルミニウム反射体及び図２のコートアルミニウム反射体について
、波長に対してパワー吸収をプロットしたものを対比したグラフである。
【符号の説明】
１０　反射体
１２　アルミニウム基材
１４　セラミックコーティング系
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